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表７－１ 復興庁の政策評価に関する計画の策定状況 

基本計画の
名称 

復興庁政策評価基本計画（平成24年３月30日決定） 
 

基本計画の
主な規定内
容 

１ 計画期間 ○ 平成 24 年２月 10 日から 28 年３月 31 日まで 

２ 事前評価の対象
等 

○ 事業評価方式を基本とする。 
 法第９条及び法施行令第３条に該当する政策を対象とする。 

  規制の新設等による影響の評価を行う場合は、その方式及び

対象について、「規制の事前評価の実施に関するガイドライン」

等を踏まえ、決定する。 

 租税特別措置等の評価を行う場合は、その方式及び対象につ

いて、「租税特別措置等に係る政策評価の実施に関するガイド

ライン」等を踏まえ、決定する。 

○

○

○

３ 事後評価の対象
等 

○ 総合評価方式、実績評価方式、事業評価方式やこれらの主要
な要素を組み合わせた一貫した仕組みなど、適切な方式を用い
るものとする。 
 評価方式別の評価対象は、以下のとおり。 
総合評価方式:実績評価方式による評価の結果を受けて様々

な角度から掘り下げて分析することが必要と
認められる政策(狭義)等。 

実績評価方式：復興庁の主要な行政目的に係る政策(狭義)
及び成果重視事業。 

事業評価方式：事前評価を実施した政策のうち事後の検証が
必要と認められるもの。「事務事業」レベル
でとらえることが可能な政策が中心となる。 

租税特別措置等に係る政策の事後評価： 
       法人税、法人住民税及び法人事業税関係の租

税特別措置等に係る政策を対象とし、その他
の税目関係の租税特別措置等に係る政策に
ついても、積極的かつ自主的に対象とするよ
う努める。 

○

４ 政策評価の結果
の政策への反映 

○ 個別政策担当参事官及び調整担当参事官は、政策の企画立案
作業（予算要求（機構・定員要求を含む。）、法令等による制
度の新設・改廃、各種中長期計画の策定等）及びそれに基づく
政策の実施における重要な情報として、政策評価の結果を活用
し、当該政策に適時適切に反映させるものとする。 

５ 国民の意見・要望
を受けるための窓
口の整備 

○ 政策評価に関する外部からの意見・要望については、窓口を

政策評価担当参事官とし、文書やインターネットのホームペー

ジ等により受け付ける。 

実施計画の
名称 

平成24年度復興庁政策評価実施計画（平成24年９月26日決定） 

実施計画の
主な規定内
容 

１ 基本計画に掲げた政策のうち、実施
計画の計画期間内に対象としようと
する政策（法第７条第２項第１号に区
分されるもの）及び評価の方式 

○ 政策体系に基づき対象とする政策： 

該当する政策なし 

 租税特別措置等に係る政策： 

該当する政策なし 

○

２ 未着手・未了（法第７条第２項第２
号イ及びロに区分されるもの） 

該当する政策なし 

３ その他の政策（法第７条第２項第３
号に区分されるもの） 

該当する政策なし 

(注) 実施計画において、平成23年度中に実施した政策に係る事後評価については、平成24年度に実施する政策に係る事後
評価と併せ、平成25年度に実施する旨を記載。 
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表７－２ 復興庁における政策評価の実施状況等の概要（総括表） 

政策評価の対象と
しようとした政策
の区分 

評価実施件数 
政策評価の結果の内訳別件
数 

政策評価の結果の政策への
反映状況の内訳別件数 

事前評価 事前評価：６件 

(租税特別措置等） 

  〔表７－３－ア〕 

 

租税特別措置等の

新設又は拡充が妥

当 

６ 評価の結果を踏まえ、

税制改正要望を行う

こととした 

６ 

事
後
評
価 

実施計画期間
内の評価対象
政策 
（法第７条第２項第

１号） 

該当する政策なし 

 
 

― ― ― ― 

未着手 

（法第７条第２項第

２号イ） 

該当する政策なし ― ― ― ― 

未了 

（法第７条第２項第

２号ロ） 

該当する政策なし ― ― ― ― 

その他の政策 
（法第７条第２項第

３号） 

該当する政策なし ― ― ― ― 
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表７－３ 復興庁における評価対象政策の一覧 

 

１ 事前評価 

 

（１） 租税特別措置等に係る６政策を対象として評価を実施し、その結果を平成 24年９月７日

に「租税特別措置等に係る政策の事前評価書」として公表。 

 

表７－３－ア 租税特別措置等を対象として事前評価した政策 

№ 評 価 対 象 政 策 

１ 東日本大震災事業者再生支援機構の登録免許税に係る免除手続の簡素化 

２ 
避難解除区域に係る特例措置（当該区域へ復帰する事業者を支援するための、機械等の特別償却
等）の避難指示解除準備区域への拡大（拡充） 

３ 
避難解除区域等に係る特例措置（当該区域等へ復帰する事業者を支援するための、機械等の特別
償却等）の新規事業者への適用 

復興整備計画に位置づけられた防災集団移転促進事業等の事業により移転・整備する住宅団地の
４ 用地に供するために、土地が収用適格事業に相当するものとして制度上認められた枠組みにより

地方公共団体に買い取られた場合における譲渡所得への 5,000 万円特別控除の適用 

５ 
「東日本大震災事業者再生支援機構」、「産業復興機構」が支援する事業再生に対する「企業再生
税制」と同等の措置の適用 

６ 
「東日本大震災事業者再生支援機構」、「産業復興機構」が支援する事業再生に対する「企業再生
税制」と同等の措置の適用 

(注) 各評価対象政策の評価の結果及びその結果の政策への反映状況については、総務省ホームページ 

(http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/72634.html)の表７－４－(1)参照。 

   

 

２ 事後評価 

 

  該当する政策なし 
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別表 

－ 80 －－ 80 －

政策体系(復興庁)
※この政策体系は、平成24年度実施計画に定めるもの

政策 施策

復興施策の推進 (1) 復興特区制度に係る施策の推進

(2) 復興交付金制度に係る施策の推進

(3) 原子力災害からの復興に係る施策の推進

(4) 東日本大震災からの復興に係る施策の推進
（(1)～(3)に掲げるものを除く。）

（注） 政策ごとの予算との対応については、復興庁ホームページ （http://www.reconstruction.go.jp/topics/seisaku.pdf）参照




